
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

男女共同参画社会の実現を目指して、南城市では平成 28 年 11 月に『南城市男女共同参画

推進条例』が制定されました。平成 29年 2月 5日には『南城市男女共同参画都市宣言』の記

念式典がシュガーホールで開催され、高らかに都市宣言を行いました。 



  



は じ め に 

  

我が国においては、少子高齢化の進行、人口減少など家

族形態が大きく変化する中、新型コロナウイルス感染症

の影響による雇用環境や配偶者等からの暴力増加など女

性を取り巻く環境も変化し、課題となっております。 

本市は、平成 20 年３月『南城市男女共同参画行動計画～なんじょう四間切輝き

プラン～』を策定し、平成 28年 11月『南城市男女共同参画推進条例』を制定、平

成 29 年２月『男女共同参画都市宣言』を行い、これまで男女共同参画社会の実現

を目指し、施策を総合的にかつ計画的に推進してまいりました。 

しかしながら、依然として、固定的な性別役割分担意識が根強く残っており、男

性の育児休業取得率が低迷していること、配偶者等からの暴力や児童虐待が深刻化

していることなど、多くの課題が残されています。 

このような中、本市では、『第２次南城市男女共同参画行動計画～なんじょう四

間切輝きプラン～』の中間見直しを行い、市民意識調査や現行計画の成果や課題を

踏まえ、令和９年を目標年度とする改定版を策定しました。改定版では、多様性社

会の実現に向けた取組みを明記し、「南城市配偶者等からの暴力の防止及び被害者

支援に関する基本計画」を包含しています。 

性別に関わりなく、『誰もが自分らしく輝き自由と文化あふれる福寿のまち南城

市』の実現に向け、市民、事業者、市民団体、教育関係者や関係団体等の皆様とと

もに連携・協働により、取組みを推進してまいりたいと考えておりますので、より

一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画策定にあたり、熱意をもって真摯に審議を重ねていただきました

南城市男女共同参画社会をつくる懇話会委員の皆様、意識調査を通じて貴重なご意

見をいただきました市民、事業者の皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

 

令和５年３月 

                         南城市長 古謝 景春 
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